
品川区住宅・建築物耐震改修等支援事業実施要綱 

制定 平成１８年６月３０日 区長決定 

要綱第１１８号 

改正 平成１９年３月２９日 要綱第 ４３号 

改正 平成２０年１月 ７日 要綱第 １１号 

改正 平成２１年４月 １日 要綱第４２９号 

改正 平成２２年３月１８日 要綱第 ３１号 

改正 平成２３年４月 １日 要綱第 ４８号 

改正 平成２３年７月 １日 要綱第１１３号 

（目的） 

第１条 この要綱は、耐震改修工事、建替え工事または除却工事（以下「耐震改修工事等」

という。）を実施しようとする建築物の所有者に対し、工事に必要な経費の一部を助成

することにより、住宅等の耐震性の向上を図り、災害に強いまちづくりを推進すること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１）整備地域 東京都防災都市づくり推進計画（平成２２年１月）で定められた、震災

時の大きな被害が想定される地域をいう。 

（２）新防火地域 東京都建築安全条例（昭和 25 年東京都条例第 89 号）第７条の３第１

項の規定に基づき指定された地域をいう。 

（３）耐震改修工事 品川区住宅・建築物耐震診断支援事業実施要綱（平成 16 年品川区

要綱第 67 号。以下「耐震診断要綱」という。）第２条第１号による耐震診断の結果

に基づいて、木造建築物にあっては、耐震改修後の構造耐震指標Ｉw 値（以下「Ｉw

値」という。）が精密診断で１．０以上、非木造建築物にあっては構造耐震指標Ｉs

値（以下「Ｉs値」という。）が第２次診断で０．６以上となることを目的として実

施する補強工事をいう。 

（４）建替え工事 耐震診断要綱第２条第１号による耐震診断の結果に基づいて、既存の

木造住宅を解体し住宅を新築する工事をいう。 

（５）除却工事 耐震診断要綱第２条第１号による耐震診断の結果に基づいて、既存の木

造住宅を全て除却する工事をいう。 

（６）建築士 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第２条で定める建築士であって、同

法第３条から第３条の３までの規定のうち「新築」を「改修」と読み替えて適用する

者をいう。 

（助成対象建築物） 

第３条 この要綱による助成金の交付対象となる建築物（以下「助成対象建築物」という。）

は、耐震診断要綱に基づく助成金の交付の対象となった建築物で次の各号に掲げる要件

に該当する建築物とする。ただし、この要綱による助成金の交付を受けたことのある建

築物およびこの要綱による助成金と類似の補助金等を受ける建築物は除く。 

（１）品川区内のものであること。ただし、建替え工事または除却工事については、整備

地域内または新防火地域内のものであること。また、建替え工事については、住宅市



街地総合整備事業を実施する地区にあっては国土交通大臣の承認を得て定める整備

計画・事業計画に、防災生活圏促進事業を実施する地区にあっては東京都知事の承認

を得て定める地区推進計画に適合する建築物であり、この要綱により助成金の交付を

受ける者の居住に供するものであること。 

（２）耐震診断要綱第２条第１号による耐震診断の結果、木造建築物にあっては一般診断

でＩw 値が１．０未満、非木造建築物にあっては第２次診断でＩs 値が０．６未満の

ものであること。 

（３）非木造建築物は、一戸建て住宅、長屋または共同住宅であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要と認める建築物を助成金の交付対象とす

ることができる。 

（助成対象者） 

第４条 この要綱による助成金の交付を受けることができる者（以下「助成対象者」とい

う。）は、助成対象建築物の所有者とする。ただし、共有建築物にあっては、共有者に

よって合意された代表者、区分所有建築物にあっては、区分所有者によって合意された

代表者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要と認める者を助成対象者とすることがで

きる。 

（助成の内容） 

第５条 助成対象者が助成対象建築物の耐震改修工事等を行う場合の助成額は、次に掲げ

る額と租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第４１条の１９の２に規定する所得税

額の特別控除の額とを合計した額とし、あらかじめ当該特別控除の額を差し引いて交付

する。また、額の算定については、１，０００円未満の端数があるときは、これを切り

捨てるものとする。 
（１）木造の一戸建て住宅または長屋の耐震改修工事に要する経費のうち、２分の１の額。

ただし、限度額は１５０万円とする。 

（２）木造共同住宅の耐震改修工事に要する経費のうち、３分の１の額。ただし、限度額

は３００万円とする。 

（３）木造の一戸建て住宅または長屋の除却工事に要する経費のうち、２分の１の額。た

だし、限度額は１５０万円とする。 

（４）木造共同住宅の除却工事に要する経費のうち、３分の１の額。ただし、限度額は３

００万円とする。 

（５）非木造住宅の耐震改修工事に要する経費。ただし、限度額は１５０万円とする。 

（６）大規模マンションの耐震改修工事に要する経費の３分の１の額。ただし、限度額は

２，５００万円とする。 
（７）緊急輸送沿道建築物の耐震改修工事に要する経費の３分の２の額。ただし、限度額

は２，５００万円とする。 
（８）建替え工事に要する経費。ただし、限度額は一戸建て住宅または長屋は１５０万円、

共同住宅は３００万円とする。 

２ 助成金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。 

（耐震改修工事等申請手続） 

第６条 耐震改修工事等の助成金の交付を受けようとする者は、住宅等耐震改修工事等助



成申請書（第１号様式）に関係書類を添えて、区長に申請しなければならない。 

（助成対象者の確認等） 

第７条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、

助成対象になることを決定したときは住宅等耐震改修工事等助成対象確認通知書（第２

号様式。以下「確認通知書」という。）により、助成対象にならないことを決定したと

きは、住宅等耐震改修工事等助成対象にならない旨の通知書（第３号様式）により、申

請者に通知する。 

（耐震改修工事等の着手） 

第８条 前条の規定により助成対象の確認を受けた者（以下「助成予定者」という。）は、

確認通知書を受領後、速やかに耐震改修工事等に着手しなければならない。 

２ 助成予定者は、耐震改修工事等に着手したときは、速やかに耐震改修工事等着手届（第

４号様式）により、区長に届け出なければならない。 

（耐震改修工事等の取りやめ） 

第９条 助成予定者は、事情により耐震改修工事等を取りやめるときは、耐震改修工事等

取りやめ届（第５号様式）により、区長に届け出なければならない。 

（助成金の交付申請） 

第１０条 助成予定者は、耐震改修工事等が完了したときは、速やかに住宅等耐震改修工

事等助成金交付申請書（第６号様式）に次の書類を添えて、区長に申請しなければなら

ない。なお、耐震改修工事の場合は、第６号を、また建替え工事の場合は、第１号およ

び第５号を、除却工事の場合は、第１号、第５号および第６号を、省略することができ

る。 

（１）建築士による工事監理業務の報告書 

（２）耐震改修工事等が実施されたことおよび実施された日付が判る写真 

（３）耐震改修工事等請負契約書の写し 

（４）耐震改修工事等の費用に係る領収書の写し、または請求書の写し 

（５）耐震改修工事後の建築物の耐震診断（変更工事があった場合） 

（６）建築物の検査済証の写し 

（助成金の交付決定） 

第１１条 区長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査

し、助成金を交付することを決定したときは住宅等耐震改修工事等助成金交付決定通知

書（第７号様式）により、助成金を交付しないことと決定したときは住宅等耐震改修工

事等助成金不交付決定通知書（第８号様式）により、申請者に通知するものとする。 

（助成金の交付請求） 

第１２条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者（以下｢助成金交付決定者｣と

いう。）は、住宅等耐震改修工事等助成金交付請求書（第９号様式）により、区長に助

成金の交付を請求するものとする。 

２ 区長は、前項の請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。 

（助成金交付決定の取消し） 

第１３条 区長は、助成金交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は助成金の交

付決定を取り消すことができる。 

（１）虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。 



（２）耐震改修工事等を行うに当たり、遵守すべき法令またはこの要綱の規定に違反した

とき。 

２ 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、住宅等耐震改修工

事等助成金交付決定取消通知書（第１０号様式）により、助成金交付決定者に通知す

るものとする。 

（助成金の返還） 

第１４条 区長は、前条第１項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、

既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができるも

のとする。 

（権利譲渡の禁止） 

第１５条 この要綱に基づく助成金の交付を受ける権利は、第三者に譲渡し、または担保

に供してはならない。 

（委任） 

第１６条 この要綱の施行に関し必要な事務手続きは、防災まちづくり事業部長が定める。 

 

   付則 

 この要綱は、平成１８年７月１日から適用する。 

付則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から適用する。 

   付則 

 この要綱は、平成２０年１月７日から適用する。 

付則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から適用する。 

付則 

この要綱は、平成２２年４月１日から適用する。 

付則 

この要綱は、平成２３年４月１日から適用する。 
付則 

この要綱は、平成２３年７月１日から適用する。 
 


